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則
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一
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。
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五
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�

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
の
表
企
画
部
の
項
中
「
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
推
進
課
」
を
削
り
、
同
表
保
健
福
祉
部

の
項
中
「
新
型
コ
ロ
ナ
調
整
室
」
の
下
に
「
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
室
」
を
加
え
、
同
表
経
済
商
工
観
光

部
の
項
中
「
新
産
業
振
興
課
」
の
下
に
「
、
産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
」
を
加
え
、
同
表
農
政
部
の
項
中
「
農
村
整
備
課
」

の
下
に
「
、
農
村
防
災
対
策
室
」
を
加
え
、
同
表
水
産
林
政
部
の
項
中
「
、
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
」
を

削
る
。

　

第
十
一
条
行
政
管
理
室
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

　

第
十
一
条
の
二
復
興
支
援
・
伝
承
課
の
項
第
三
号
中「（
伝
承
を
含
む
。）」を
削
り
、同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、

第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

震
災
の
記
憶
及
び
教
訓
の
伝
承
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
を
削
り
、
同
条
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の

分
掌
事
務
の
項
第
一
号
中
「
係
る
」
の
下
に
「
企
画
及
び
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
い
う
。」
の
下
に
「
以
下
同
じ
。」

を
加
え
る
。

　

第
十
三
条
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
九

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十　

愛
玩
動
物
看
護
師
法
（
令
和
元
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
三
条
循
環
型
社
会
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

六�　

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
環
境
事
業
公
社
（
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
廃
棄
物
処
理
公
社
と

い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
三
条
新
最
終
処
分
場
整
備
対
策
室
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
一
号
の
号
番
号
を
削
り
、
同
条
共

同
参
画
社
会
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
四
号
中「
ピ
ン
ク
ち
ら
し
根
絶
活
動
、」を
削
り
、「
県
民
運
動
」の
下
に「（
他

課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
か

ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

七　

性
暴
力
被
害
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
四
条
新
型
コ
ロ
ナ
調
整
室
の
分
掌
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
室

　

一　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
五
条
新
産
業
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、

第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課

　

一�　

産
業
の
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
及
び
デ
ジ
タ
ル
化
に
係
る
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び
推
進

に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

デ
ジ
タ
ル
人
材
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

情
報
関
連
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
五
条
雇
用
対
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
一　

労
働
者
協
同
組
合
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
六
条
農
業
政
策
室
の
分
掌
事
務
の
項
第
一
号
中
「
企
画
」
の
下
に
「
及
び
調
整
」
を
、「
こ
と
」
の
下
に
「（
農

政
総
務
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
農
村
整
備
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
六
号
か
ら
第
八
号

ま
で
を
削
り
、
第
九
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

七　

海
岸
保
全
区
域
の
指
定
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
（
農
地
保
全
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。）。

　

第
十
六
条
農
村
整
備
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
三

号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
一　

特
定
農
業
用
た
め
池
及
び
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
の
指
定
、
指
定
の
解
除
等
に
関
す
る
こ
と
。
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第
十
六
条
農
村
整
備
課
の
分
掌
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
農
村
防
災
対
策
室

　

一　

農
地
防
災
並
び
に
農
地
等
の
災
害
復
旧
及
び
鉱
害
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

地
す
べ
り
等
防
止
対
策
（
農
地
保
全
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

農
地
海
岸
保
全
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

　

四�　

海
岸
の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
こ
と
（
農
地
保
全
の
た
め
に
指
定
さ
れ
た
海
岸
保
全
区
域
内
に
係
る
も
の
に

限
る
。）。

　

五　

地
す
べ
り
防
止
区
域
（
農
地
保
全
の
た
め
に
指
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
に
係
る
防
災
工
事
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
七
条
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
分
掌
事
務
の
項
を
削
る
。

　

第
十
八
条
河
川
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
二
号
中
「
農
村
整
備
課
」
の
下
に
「
、
農
村
防
災
対
策
室
」
を
加
え
、
同
条

防
災
砂
防
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
六
号
中
「
農
村
整
備
課
」
を
「
農
村
防
災
対
策
室
」
に
改
め
、
同
条
建
築
宅
地
課
の

分
掌
事
務
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二
十　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
、
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
八
条
住
宅
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
二
号
中
「
公
営
住
宅
」
を
「
普
通
県
営
住
宅
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
改

良
住
宅
」
を
「
改
良
県
営
住
宅
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
表
保
健
福
祉
部
の
項
中
「
新
型
コ
ロ
ナ
調
整
室
」
の
下
に
「
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

接
種
推
進
室
」
を
加
え
、
同
項
の
表
農
政
部
の
項
中

「

畜
産
課

家
畜
防
疫
対
策
室

」
を

「

畜
産
課

家
畜
防
疫
対
策
室

に

農
村
整
備
課

農
村
防
災
対
策
室

」

改
め
、
同
表
水
産
林
政
部
の
項
中

「

水
産
業
振
興

課

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室

を

水
産
業
基
盤

整
備
課

漁
港
復
興
推
進
室

」

「

水
産
業
基
盤

整
備
課

漁
港
復
興
推
進
室

」
に

改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
中
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
推
進
局
長
の
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
の
表

中
施
設
管
理
指
導
専
門
監
の
項
を
削
る
。

　

第
二
十
七
条
第
二
項
の
表
支
所
長
の
項
中
「
塩
釜
保
健
所
の
支
所
」
の
下
に
「
、
大
崎
保
健
所
栗
原
支
所
、
石
巻
保

健
所
登
米
支
所
」
を
加
え
、
同
表
副
所
長
の
項
中
「
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事
務
所
及
び
」
を
削
り
、
同
表
技
術
副

所
長
の
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
の
表
保
健
医
療
監
の
項
中
「
及
び
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事
務
所
」
を
削
り
、
同

条
第
六
項
の
表
検
査
精
度
管
理
専
門
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
域
保
健
専

門
監

保
健
福
祉
事

務
所
の
地
域

事
務
所
、
大

崎
保
健
所
栗

原
支
所
及
び

石
巻
保
健
所

登
米
支
所

上
司
の
命
を
受
け
、
地
域
保
健
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

　

第
二
十
七
条
第
六
項
の
表
用
地
専
門
監
の
項
中
「
、」
を
「
及
び
」
に
改
め
、「
及
び
気
仙
沼
土
木
事
務
所
」
を
削
る
。

　

第
三
十
二
条
第
一
項
の
表
宮
城
県
仙
台
中
央
県
税
事
務
所
の
項
中
「
、
蒲
生
二
丁
目
」
を
「
か
ら
蒲
生
五
丁
目
ま
で
」

に
、「
四
百
一
番
、
四
百
二
番
、
四
百
七
番
か
ら
四
百
十
一
番
ま
で
、
四
百
二
十
七
番
、
六
百
十
八
番
か
ら
六
百
二
十

番
ま
で
、
六
百
二
十
三
番
及
び
六
百
六
十
一
番
か
ら
六
百
六
十
四
番
ま
で
」
を
「
九
番
三
号
、
九
番
十
七
号
か
ら
九
番

十
九
号
ま
で
、
九
番
二
十
三
号
か
ら
九
番
二
十
七
号
ま
で
、
九
番
二
十
九
号
、
九
番
三
十
号
、
十
番
か
ら
十
二
番
ま
で
、

十
三
番
二
号
、
十
三
番
十
八
号
、
十
五
番
五
十
一
号
及
び
十
八
番
か
ら
二
十
一
番
ま
で
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
二
項
中
「
第
七
項
第
九
号
」
を
「
第
六
項
第
九
号
」
に
、「
第
七
項
第
一
号
」
を
「
第
六
項
第
一
号
」

に
改
め
、
同
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
を
第
七
項
と
し
、
同

条
第
九
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
第
三
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
号
を
第
三
号
と
し
、
第

十
一
号
を
第
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中
「
指
導
監
査
」
の
下
に
「
及
び
母
子
生
活
支

援
施
設
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
十
四
号
中
「
も
の
」
の
下
に
「（
障
害
者
福
祉
施
設
等
に
対

す
る
指
導
監
査
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
十
五
号
中
「
も
の
」
の
下
に
「（
障
害
者

福
祉
施
設
等
に
対
す
る
指
導
監
査
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
中
第
十
六
号
を
削
り
、
第

十
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
削
り
、
同
条
第
十

一
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
を
同
条
第
十
項
と
す
る
。

　

第
四
十
一
条
第
一
項
の
表
宮
城
県
大
崎
保
健
所
の
項
中
「
大
崎
市
、」
を
「
栗
原
市
、
大
崎
市
、」
に
改
め
、
同
表
宮



（3）　令和４年３月25日　金曜日 号外第８号宮　　城　　県　　公　　報

城
県
栗
原
保
健
所
の
項
及
び
宮
城
県
登
米
保
健
所
の
項
を
削
り
、同
表
宮
城
県
石
巻
保
健
所
の
項
中「
石
巻
市
、」を「
石

巻
市
、
登
米
市
、」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
、「
第
六
項
第
三
十

四
号
」
を
「
第
五
項
第
三
十
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
五
項
中
「
塩
釜
保
健
所
に
」
を
「
塩
釜
保
健
所
、
大
崎
保
健
所
及
び
石
巻
保
健
所
に
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中

「

宮
城
県
塩
釜
保
健
所
黒
川
支
所

富
谷
市

富
谷
市
、
黒
川
郡

�

」

を「

宮
城
県
塩
釜
保
健
所
黒
川
支
所

富
谷
市

富
谷
市
、
黒
川
郡

宮
城
県
大
崎
保
健
所
栗
原
支
所

栗
原
市

栗
原
市

宮
城
県
石
巻
保
健
所
登
米
支
所

登
米
市

登
米
市

�

」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
第
五
号
中
「
地
域
の
ケ
ア
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
を
「
地
域

包
括
ケ
ア
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
項
」
を
「
前
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
こ
と
」

の
下
に「（
大
崎
保
健
所
栗
原
支
所
及
び
石
巻
保
健
所
登
米
支
所
に
あ
つ
て
は
、免
許
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」を
加
え
、

同
項
中
第
五
十
一
号
を
第
五
十
四
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
五
十
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
七
号

中
「
こ
と
（
」
の
下
に
「
塩
釜
保
健
所
岩
沼
支
所
及
び
塩
釜
保
健
所
黒
川
支
所
に
あ
つ
て
は
」
を
、「
も
の
を
」
の
下

に
「
、
大
崎
保
健
所
栗
原
支
所
及
び
石
巻
保
健
所
登
米
支
所
に
あ
つ
て
は
原
材
料
、
原
産
地
そ
の
他
食
品
の
品
質
に
係

る
も
の
並
び
に
栄
養
及
び
健
康
に
係
る
も
の
を
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
中
第
十
六
号
を
第
十

九
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

十
七　

衛
生
上
の
放
射
線
検
査
に
関
す
る
こ
と
（
大
崎
保
健
所
栗
原
支
所
及
び
石
巻
保
健
所
登
米
支
所
に
限
る
。）。

　

十
八　

感
染
症
診
査
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
（
大
崎
保
健
所
栗
原
支
所
及
び
石
巻
保
健
所
登
米
支
所
に
限
る
。）。

　

第
四
十
一
条
第
九
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。

　

十
一　

性
の
保
健
に
関
す
る
こ
と
（
大
崎
保
健
所
栗
原
支
所
及
び
石
巻
保
健
所
登
米
支
所
に
限
る
。）。

　

第
四
十
一
条
第
十
項
中
「
同
項
第
四
十
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
」
を
「
同
項
第
四
十
三
号
か
ら
第
五
十
四
号
ま
で
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９�　

第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
崎
保
健
所
栗
原
支
所
及
び
石
巻
保
健
所
登
米
支
所
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
四
十
三
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
及
び
第
五
十
四
号
に
掲
げ

る
事
務
を
分
掌
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　

第
六
十
三
条
第
八
項
農
業
振
興
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
三
号
中
「
農
林
水
産
部
」
を
「
農
政
部
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
宮
城
県
三
陸
水
系
河
川
整
備
計
画
審
議
会
の
項
を
削
る
。

　

別
表
第
三
第
二
総
合
運
動
場
（
仙
南
総
合
プ
ー
ル
及
び
長
沼
ボ
ー
ト
場
以
外
の
施
設
）
の
項
中
「
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ

協
会
・
ミ
ズ
ノ
グ
ル
ー
プ
」
を
「
公
益
財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
」
に
改
め
、
同
表
御
崎
野
営
場
の
項
中
「
唐

桑
町
観
光
協
会
」
を
「
一
般
社
団
法
人
気
仙
沼
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
十
三
条
第
八
項
農
業
振
興
部
の
分
掌
事
務
の

項
第
十
三
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


